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建設業における時間外労働の時間上限規制も 2024 年に迫ってきました。前年の 2023 年には、 

６０時間超の時間外労働の割増率引上げ等、やらなくてはいけない課題が山積みです。 

今回のセミナーでは、働き方改革に対応した労務管理の確認と、建設業の課題である若年者の入職へ

の管理体制と、定着率をあげるための仕組みづくりについて解説します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            令和３年９月 28日（火）14：00～１6：00 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県建設産業団体連合会  担当 佐藤、岡崎 

〒651-2277 神戸市西区美賀多台 1 丁目 1 番地の 2  

（一社）兵庫県建設業協会事務局内   TEL. 078-997-2300  FAX. 078-997-2307 

事務局 

日 時 

場 所 

対象者 

講 師 

募集人数 

 

●建設現場の就業規則作成のポイント 

●外国人雇用の労務管理で必要なこと 

●定着率をあげていくための労務管理 

●同一労働同一賃金について 

●求人のポイント 

 

■■セミナー内容■■ 

『建設業における働き方改革セミナー』 

 

受講 
無料 

労務管理担当の部課長及び実務担当者、現場管理の責任者等 

神戸市教育会館 501 号室 

（神戸市中央区中山手通 4 丁目 10 番 5 号 TEL.078-222-4111） 

株式会社アスミル 代表 櫻井 好美（特定社会保険労務士） 

50 名 


